
�愛媛県告示第１５４号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産

業経済部産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２７年２月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

フジ南久米店 松山市南久米町５３８
外

大規模小売店舗内の店舗面積
の合計 ２，４２７㎡ ２，９５４㎡ 平成２７年

１０月１０日
平成２７年
２月９日

駐車場の位置及び収容台数 １０７台 １３６台

駐輪場の位置及び収容台数 ９７台 １０９台

荷さばき施設の位置及び面積 ９２㎡ １３９㎡

発 行 愛 媛 県
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○ 道路の区域変更（県道俵津三瓶線）………………………………………………………………………………………………（南予地方局西予土木事務所）……８５
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○ 監査結果に基づく措置の公表…………………………………………………………………………………………………………………………（監査事務局）……８７

この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。
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廃棄物等の保管施設の位置及
び容量 ３４．０� ３８．３�

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

��������������
�愛媛県告示第１５５号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項の規定により、次のとおり指定障害児通所支援事業者を指定した。

平成２７年２月１７日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

�愛媛県告示第１５６号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成２７年２月１７日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

�愛媛県告示第１５７号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

平成２７年２月１７日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

�愛媛県告示第１５８号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第９４条第１項の規定により、次のとおり介護老人保健施設の開設を許可した。

平成２７年２月１７日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

事業者番号
指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 者

指 定 障 害 児
通所支援の種類

指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所の
所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８５０１０００４５ 社会福祉法人松山市社
会福祉事業団

愛媛県松山市若草町８
番地２ 野 志 克 仁 保育所等訪問

支援
松山市児童発達支援セ
ンターひまわり園

愛媛県松山市水泥町３６８
番地１

平成２７年
１月１日

３８５０１００５１６ 株式会社ヒューマンネッ
ト

香川県高松市木太町４２
８４番地８ 鎌 倉 美智代 放課後等デイ

サービス ピーターパン３ 愛媛県松山市和泉北２
丁目２番１８号

平成２７年
１月１日

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社オオノカンパニー 訪問介護わらべ 愛媛県伊予郡砥部町川井８７２番地 平成２７年１月１６日 訪問介護

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社オオノカンパニー 訪問介護わらべ 愛媛県伊予郡砥部町川井８７２番地 平成２７年１月１６日 介護予防訪問介護
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�愛媛県告示第１５９号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障

害福祉サービス事業者を指定した。

平成２７年２月１７日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

�愛媛県告示第１６０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年２月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１６１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年２月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１６２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年２月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

介護老人保健施設の開設者の
名 称 又 は 氏 名

介 護 老 人 保 健 施 設
許可年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

医療法人光風会 介護療養型老人保健施設エバーグリー
ン 愛媛県伊予市灘町６６番地 平成２７年１月１日 介護老人保健施設

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１３４０００６０ 特定非営利活動法人パ
ステルくらぶ

愛媛県上浮穴郡久万高
原町久万３６９番地１ 白 川 京 子 生活介護 指定障害福祉サービス

事業所パステル工房
愛媛県上浮穴郡久万高
原町久万３６９番地１

平成２７年
１月１日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 伊予松山港線
松山市北吉田町１０１１番１地先から

同町１０１１番２地先まで

旧 １４．０～１５．１ ０．０１０

新 １５．１～１８．６ ０．０１０

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大平砥部線
伊予郡砥部町上原町２７５番１から

同町上原町８１番２地先まで

旧 １０．３～２２．８ ０．１２５

新 １６．２～２５．４ ０．１２５

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 広田双海線
伊予市双海町上灘字小谷尻甲６２１番１地先から

同町上灘字竹ノ下甲６９２番２地先まで

旧 ４．０～１１．５ ０．１８５

新 ８．９～１８．６ ０．１８５
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�愛媛県告示第１６３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年２月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１６４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年２月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１６５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年２月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１６６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年２月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 久米垣生線
松山市古川南三丁目８４４番５地先から

同市古川南三丁目１２２０番１地先まで

旧 ５．５～２１．０ ０．１７９

新 ５．５～２１．０ ０．１７９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 久米垣生線
松山市古川南三丁目１２０９番１地先から

同市古川南三丁目１２２０番１地先まで
平成２７年２月１７日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 高茂岬船越線
南宇和郡愛南町下久家２６番２から

同町久家９００番１まで
平成２７年２月１７日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 内子河辺野村線
喜多郡内子町北表乙３６８番４から

同町北表乙３６８番１５まで

旧 ３．６～３１．６ ０．１７９

新 １５．８～１６７．１ ０．１７５

〃 〃
喜多郡内子町北表甲７３１番から

同町北表甲９１１番２まで

旧 ３．７～１８．８ ０．４１２

新 １０．２～８２．４ ０．４２０
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�愛媛県告示第１６７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年２月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１６８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年２月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１６９号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

平成２７年２月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１７０号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

平成２７年２月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 俵津三瓶線

西予市明浜町俵津４番耕地１６４番１地先から

同町俵津４番耕地１６６番２地先まで
旧 ４．０～５．０ ０．０５０

西予市明浜町俵津４番耕地１６２番２から

同町俵津４番耕地１６６番４まで
新 ８．０～９．０ ０．０５０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 俵津三瓶線
西予市明浜町俵津４番耕地１６２番２から

同町俵津４番耕地１６６番４まで
平成２７年２月１７日

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

音 声 、 言 語 機 能 障 害 脳神経外科 社会福祉法人石川記
念会ＨＩＴＯ病院 篠 原 直 樹 四国中央市上分町７８８番地１ 平成２７年

２月１日

肢 体 不 自 由 外 科 愛媛県立新居浜病院 堀 内 淳 新居浜市本郷３丁目１番１号 平成２７年
２月１日

肢体不自由・心臓・じん臓・呼
吸器・小腸・肝臓機能障害 内 科 社会福祉法人恩賜財

団済生会西条病院 有 光 英 治 西条市朔日市字榎ヶ坪２６９番地１ 平成２７年
２月１日

肢 体 不 自 由 脳神経外科 市 立 宇 和 島 病 院 西 川 真 弘 宇和島市御殿町１番１号 平成２７年
２月１日

医 師 氏 名
旧 所 在 地 新 所 在 地

変 更
年月日病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

白 石 雅 裕 愛 媛 県 立 三 島 病 院 四国中央市中之庄町１６８４－２ 愛 媛 県 立 今 治 病 院 今治市石井町４丁目５番５号 平成２２年
４月１日

澤 井 尚 樹 市 立 宇 和 島 病 院 宇和島市御殿町１－１ 一般財団法人積善会十全総合
病院 新居浜市北新町１－５ 平成２７年

１月１日

川 田 晃 弘 一般財団法人積善会十全総合
病院 新居浜市北新町１－５ 国立大学法人愛媛大学医学部

附属病院 東温市志津川 平成２７年
１月１日
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�愛媛県告示第１７１号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があった。

平成２７年２月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２７年２月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

交通管制センター、サブセンター等設備保守業務の委託

� 委託業務名及び数量

交通管制センター、サブセンター等設備保守業務 一式

� 委託業務の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 委託期間

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで

� 委託業務の履行場所

松山市若草町７番地（交通管制センター）ほか

� 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額

の８パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円

未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとす

る。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地

方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった契約金額の１０８分の１００に相当する金額を入札書

に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２６年度、平成２７年度、平成２８年度の製

造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認めら

れた業者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 委託業務と同程度の交通管制センター、サブセンター等設備

保守業務の実績を有し、委託業務について、適切かつ迅速に履

行し得る体制が整備されていることを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県警察本部警務部会計課交通安全施設係

〒７９０－８５７３

愛媛県松山市南堀端町２番地２

電話 （０８９）９３４－０１１０

� 入札書の受領期限

平成２７年３月３０日（月）午前１０時００分

� 事前提出書類（入札書のほかに提出する書類）の受領期限

平成２７年３月２０日（金）午後５時１５分まで

� 開札の日時及び場所

平成２７年３月３０日（月）午前１０時００分

愛媛県警察本部２階 第一会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、２の�を証明でき
る書類を事前提出書類の受領期限までに提出しなければならな

い。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

委託業務を履行できると知事が判断した入札者であって、愛

媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成された予定価格の

制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落

札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the service to be rendered：

Maintenance and upkeep of Traffic Control Center and

Sub‐center，１ set

� Time limit of tender：１０：００ a．ｍ．30 March ２０１５

� For further information，please contact：Supplies

Procurement Section，Finance Division，Administrative

Department，Ehime Prefectural Police Headquarters，

２‐２ Minamihoribatacho，Matsuyama，Ehime

７９０‐８５７３ Japan

Tel０８９‐９３４‐０１１０

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 届出年月日

ぼうこう又は直腸・小腸機能障
害 外 科

独立行政法人国立病
院機構愛媛医療セン
ター

山 本 吉 浩 東温市横河原３６６番地 平成２６年
１２月４日

聴覚・平衡・音声、言語機能障
害

耳鼻いんこう
科 岸耳鼻咽喉科医院 岸 久美昭 四国中央市金生町下分８７０－１ 平成２７年

１月８日

公 告
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�公表第２号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、

措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表する。

平成２７年２月１７日

愛媛県監査委員 佐 伯 滿 孝

同 戒 能 潤之介

同 徳 永 繁 樹

同 山之内 芳 夫

監 査 公 表

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

医 療 対 策 課 平成２５年８月３０日

（監査の結果）

看護職員修学資金貸付金償還金について、納期限内の収入確保に努

めるとともに、収入未済金を適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備考

２２年度、２３年度
及び２４年度 ２者 １，４２２，０００ 平成２４年度決

算による

（措置の内容）

看護職員修学資金貸付金償還金について、債務者に経済的余裕がな

いため、平成２２年度要返還分３８４，０００円（Ａ債務者の半年賦２回分）、

平成２３年度要返還分５６４，０００円（Ａ債務者の半年賦２回分及びＢ債務

者の半年賦２回分）及び平成２４年度要返還分４７４，０００円（Ａ債務者の

半年賦２回分及びＢ債務者の半年賦１回分）の未収金が生じているも

のであり、償還指導に努めているが平成２４年度中には償還されなかっ

た。

Ａ債務者については、平成２４年度には直接本人と面談し、返還方法

について相談に応じていたが、平成２５年１１月頃から本人と連絡が取れ

なくなっている。平成２５年度も引き続き本人及び保証人への電話、文

書による催促を実施したところ、平成２５年１２月に本人から電話で関係

書類の送付依頼があり、書類を送付したが、これ以降再び連絡が取れ

なくなっている。

Ｂ債務者については、債務者の経済事情から分納を希望していたた

め、平成２５年１０月に必要書類を郵送したが未だ返答がない。（１１月に

状況確認の連絡をしたが、書類がないためもう少し待ってほしいとの

返答があったところ。）

今後も本人及び保証人に対して電話及び書類による催促を行うほか、

本人及び保証人の状況を確認し、早期の納付を働きかけたい。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

障 害 福 祉 課 平成２５年８月２１日

（監査の結果）

収入未済の心身障害者扶養共済年金過払金について、適切に債権管

理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備考

１９年度及び
２０年度 １者 ３４０，０００ 平成２４年度決

算による

（措置の内容）

平成２５年８月に県外の本人宅を訪問し、返納意思を確認したところ、

少額であれば継続して返納可能との申出があり、毎回納付可能な額を

確認のうえ継続して納付させており、平成２５年度末での収入未済額は

３２９，０００円となっている。

引き続き、本人の状況を確認し納付を促すとともに、早期の返納を

働きかけていく。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

経 営 支 援 課 平成２５年８月９日

（監査の結果）

１ 中小企業振興資金特別会計における高度化資金貸付金償還金、繊維

工業構造改善資金貸付金償還金、設備近代化資金貸付金償還金及び

施設共同化資金貸付金償還金について、収入未済額の縮減に、引き

続き努められたい。

（高度化資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２４年度 ０ ９５８，９４２，５３０ ９５８，９４２，５３０

金額は各年度
の決算による２３年度 ０ ９５８，９４２，５３０ ９５８，９４２，５３０

差引増減 ０ ０ ０

（繊維工業構造改善資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２４年度 ０ ２０６，３３５，９４９ ２０６，３３５，９４９

金額は各年度
の決算による２３年度 ０ ２０６，８６８，９３３ ２０６，８６８，９３３

差引増減 ０ △５３２，９８４ △５３２，９８４

（設備近代化資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２４年度 ０ ５，３８０，０００ ５，３８０，０００

金額は各年度
の決算による２３年度 ０ ５，３８０，０００ ５，３８０，０００

差引増減 ０ ０ ０

（施設共同化資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２４年度 ０ ９，３２２，７７９ ９，３２２，７７９

金額は各年度
の決算による２３年度 ０ ９，３２２，７７９ ９，３２２，７７９

差引増減 ０ ０ ０

（措置の内容）

高度化資金貸付金償還金については、貸付先であるＣ社は、平成２４

年５月３０日に管轄の地方裁判所において、民事再生手続終結の決定が

確定したことから連帯保証人からの回収に努めたが、平成２５年度は回

収できず、収入未済額は９５８，９４２，５３０円となっている。引き続き、財

源の一部を借り受けている独立行政法人中小企業基盤整備機構（以下

「中小機構」という。）と協調しながら適切な債権管理に努めたい。

繊維工業構造改善資金貸付金償還金については、平成２４年度末の収

入未済額は３組合２０６，３３５，９４９円であったが、平成２５年度には１，４２５，７６５

円を回収した。今後とも貸付主体の中小機構と協調しながら適切な債

権管理に努めたい。
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設備近代化資金貸付金償還金については、平成２４年度末の収入未済

額は、１企業５，３８０，０００円であったが、平成２５年度は分割償還誓約書

に基づき、２００，０００円を回収した。今後とも、関係金融機関と連携し

て事業再生を支援しながら適切な債権管理に努めたい。

施設共同化資金貸付金償還金については、貸付先の組合は既に解散

しており、平成１５年度以降回収できず９，３２２，７７９円は残ったままとなっ

ている。今後とも貸付主体の中小機構と協調しながら適切な債権管理

に努めたい。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

建 築 住 宅 課 平成２５年８月２０日

（監査の結果）

住宅貸付損害金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減

に、一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２４年度 １，３１４，６４５ ３４，８７５，６２３ ３６，１９０，２６８

金額は各年度
の決算による２３年度 １，３５３，４１０ ３３，５２２，２１３ ３４，８７５，６２３

差引増減 △３８，７６５ １，３５３，４１０ １，３１４，６４５

（措置の内容）

平成２４年度末時点における住宅貸付損害金（１１５名３６，１９０，２６８円）

の退去滞納者に対しては、催告通知等回収に努めたところ、平成２５

年度中に４名から計６１４，５２８円の入金（うち３名は全額納付し、計５７４，５２８

円の入金。１名は分割納付し、４０，０００円の入金。）があったため、

１１２名３５，５７５，７４０円となった。

また、時効１０年を経過し、かつ、所在不明等により回収困難な債権

６件３，９５０，１１６円について、議会の議決を経たうえで、権利を放棄し、

不納欠損処分を行ったため、最終的な過年度分未収金については１０６

名３１，６２５，６２４円となった。

なお、新たに提訴した明渡訴訟により退去した者への住宅貸付損害

金３名４０４，２３１円が発生し、催告通知等回収に努めたが、結果的に入

金等を得ることができず、平成２５年度末現在で住宅貸付損害金は、

１０９名３２，０２９，８５５円となった。引き続き地方局と連携しながら収入確

保に努めるとともに、より一層の収入未済額の縮減に努めてまいり

たい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２５年度 ４０４，２３１ ３１，６２５，６２４ ３２，０２９，８５５

２４年度 １，３１４，６４５ ３４，８７５，６２３ ３６，１９０，２６８

差引増減 △９１０，４１４ △３，２４９，９９９ △４，１６０，４１３

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

中 予 地 方 局 健 康 福 祉 環 境 部 平成２５年７月２４日

（監査の結果）

１ 生活保護費戻入金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮

減に、一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２４年度 １，００２，５８１ ３，４０６，０４３ ４，４０８，６２４

金額は各年度
の決算による２３年度 １，７７８，３１９ ２，５２８，４２２ ４，３０６，７４１

差引増減 △７７５，７３８ ８７７，６２１ １０１，８８３

２ 母子寡婦福祉資金特別会計における母子・寡婦福祉資金貸付金償還

金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、より一層

努められたい。

（母子福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２４年度 １，５７３，２８６ ５，０７６，８３４ ６，６５０，１２０

金額は各年度
の決算による２３年度 １，１２１，８０１ ４，５０１，４７７ ５，６２３，２７８

差引増減 ４５１，４８５ ５７５，３５７ １，０２６，８４２

（寡婦福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２４年度 １４９，９９４ １，５３５，６６４ １，６８５，６５８

金額は各年度
の決算による２３年度 １１６，６６２ １，５６７，７６４ １，６８４，４２６

差引増減 ３３，３３２ △３２，１００ １，２３２

（措置の内容）

１ 生活保護費戻入金の過年度収入未済額については家庭訪問や電話、

文書等で納入指導を行った結果、前年度からの滞納繰越額４，４０８，６２４

円に対し、２５８，０００円の納入があったが、平成２５年度償還分１，８９２，５３７

円が未納となったことから、平成２５年度末現在の収入未済額は６，０４３，１６１

円となっている。

滞納者は、生活保護を受給中又は受給していた者で、厳しい生活状

況にはあるが、今後も、家庭訪問や電話、文書等により返還指導を行

い、収入の確保と収入未済額の縮減に努めたい。

２ 母子寡婦福祉資金特別会計における母子寡婦福祉資金貸付金償還金

については、貸付申請時に借主（連帯借主）に対し、制度の十分な説

明と適正な償還計画の指導を行うとともに、貸付決定時に連帯保証人

に対しても、制度の説明と償還指導の依頼通知を行うほか、償還開始

直前には借主に償還が始まる旨を通知し、口座振替を勧めるなど納期

限内の収入確保に努めた。

また、償還が滞った場合には、借主（連帯借主）に対し督促状及び

催告書の送付、借主（連帯借主）又は連帯保証人への電話や訪問によ

る督促を行うとともに、連帯保証人に対しては、借主に対する返済の

働き掛けの依頼や、連帯保証人自身からの償還など、可能な範囲での

支援を要請し、滞納額の縮減に努めた。

その結果、前年度からの滞納繰越額８，３３５，７７８円に対し、６８０，５６９円

の償還（償還率８．２％）となっており、滞納者３７名中１０名が完済し、

１５名から一部納入を得ることができた。

しかしながら、県内景気回復の足取りの遅れや借主の疾病等により、

生活に困窮し償還できない者が多くなっており、平成２５年度収入未済

額は９，４８５，１１９円（現年度分１，８２９，９１０円、滞納繰越分７，６５５，２０９円）

となっている。

この貸付金償還金は、本特別会計における貸付金の財源であること

から、今後とも、借主の生活状況に応じた適切な償還指導により、納

期限内の収入確保に努めるとともに、滞納繰越額の縮減に努めたい。
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監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

南 予 地 方 局 総 務 企 画 部 平成２５年７月２６日

（監査の結果）

県税について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、引き続

き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２４年度 １００，４３４，９５４ ２５０，２６５，０７２ ３５０，７００，０２６

金額は各年度
の決算による２３年度 １１１，６６９，９９３ ３２９，１６０，８１０ ４４０，８３０，８０３

差引増減 △１１，２３５，０３９ △７８，８９５，７３８ △９０，１３０，７７７

（措置の内容）

平成２５年度現年課税分については、自動車税納期内納付キャンペー

ン（啓発活動、コンビニ収納の実施等）や口座振替の推進、広報等

による啓発などにより納期内自主納税の促進に努めたほか、「個人

住民税徴収確保プロジェクト」における特別徴収の実施に向けた事

業所訪問等の働きかけを継続して行った結果、出納閉鎖時の未収金

は８５，８１７，６６７円となり、前年度に比べて１４，６１７，２８７円減少した。

平成２５年度の滞納繰越分については、滞納整理方針及び数値目標に

基づき計画的な滞納整理に努めるとともに、滞納整理強化月間の設

定、差押の早期着手と換価処分の促進、局独自文書催告などを実施

し、滞納整理に努力したほか、本局管内において県・市町職員の相

互併任による滞納案件に係る徴収確保等に取り組んだことなどによ

り、平成２５年度に繰り越した未収入金３５０，７００，０２６円が平成２６年３月

３１日現在で１９６，１５９，７７０円に減少した。

これらの取組の結果、現年度分、滞納繰越分を合わせた収入未済額

は、平成２４年度末の３５０，７００，０２６円から、平成２５年度末には２８１，９７７，４３７

円となり、６８，７２２，５８９円、１９．６０％の減少となっている。

今後も、納税秩序を確立し、税収の確保を図るため、県税の納期限

内の収入確保とともに滞納繰越分の整理に努めたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２５年度 ８５，８１７，６６７ １９６，１５９，７７０ ２８１，９７７，４３７

平成２６年５月
３１日現在２４年度 １００，４３４，９５４ ２５０，２６５，０７２ ３５０，７００，０２６

差引増減 △１４，６１７，２８７ △５４，１０５，３０２ △６８，７２２，５８９

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

南 予 地 方 局 八 幡 浜 土 木 事 務 所 平成２５年７月１６日

（監査の結果）

住宅貸付料について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、

引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２４年度 １０４，６００ ９３１，０００ １，０３５，６００

金額は各年度
の決算による２３年度 ０ １，８７５，３００ １，８７５，３００

差引増減 １０４，６００ △９４４，３００ △８３９，７００

（措置の内容）

平成２４年度から平成２５年度に繰り越された１，０３５，６００円については、

平成２５年度中に行った督促及び敷金充当により、８８，７００円減少し、

９４６，９００円となった。

また、平成２５年度末に新たに発生した収入未済額１５８，４００円につい

ては、出納閉鎖後の粘り強い督促等により、７９，０００円に減少してい

る。

この結果、平成２６年７月２５日現在の収入未済額は、１，０２５，９００円と

なっている。

今後とも、粘り強く督促を続け、収入未済額の縮減及び納期限内の

収入確保に努めてまいりたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２５年度 １５８，４００ ９４６，９００ １，１０５，３００

平成２６年５月
３１日現在２４年度 １０４，６００ ９３１，０００ １，０３５，６００

差引増減 ５３，８００ １５，９００ ６９，７００

平成２７年２月１７日 発行
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